
平成 29年 5月 29日 

 

一般社団法人次世代自動車振興センター 

 

平成２９年度クリーンエネルギー自動車導入事業費補助金（ＣＥＶ補助金） 

補助金申請受付開始について 

 

平素より大変お世話になっております。 

さて、平成２９年度ＣＥＶ補助金事業は、５月２９日（月）より下記の通り補助金申請の受

付を開始いたしますのでお知らせいたします。 

 

 

記 

 

１．事業の内容 

○一部見直しにより、車種ごとの補助金額、申請書の様式が変わります。 

  ▶ 補助金額は、車種・グレードごとに定額（千円単位）ですが、具体的な金額は新たに設

定されています。 

   ▶ 申請書の主な変更点は以下の通りです 

・補助金申請書への捺印は、捺印に代わり署名（姓名）でもよいこととします。 

・申請者が法人（含むリース会社）の場合は、法人番号の記入が必要です。 

     法人（含むリース会社）への補助金交付情報が国の「法人インフォメーション」サイト

で公表されます。 

※事業の詳細は、当センターホームページの「補助金申請はこちら」からご確認ください。 

メニュー 確認できる内容 

申請方法 事業のポイント、申請方法、申請書等の様式のダウンロード 

補助対象車両一覧 車種ごとの補助金交付額 

 

２．補助金申請書の受付期間及び補助金申請対象となる車両の初度登録（届出）期間 

補助金申請書受付期間 平成 29年 5月 29日～平成 30年 3月 5日（必着） 

申請対象となる車両の初度登録期間 平成 29年 4月 28日～平成 30年 3月 2日 

 

３．個別車両ごとの補助金申請書の提出期限 

○初度登録日が平成 29年4月 28日～5月 31日の間の車両の提出期限は、7月31日（消印

有効）までとします。 

○初度登録日が 6月 1日以降の車両の提出期限は以下の通りです。 

 

 

 

 

 

４．予算について 

○予算が限られていますので、予算不足となった場合は受付期間を短縮することがあります。 

  予算不足のおそれが発生した場合は、当センターホームページで随時予算消化状況等をお

知らせします。 

 

以上 

・車両代金の支払いを完了させた上で、初度登録日から１か月以内（翌月の前日）（消印有効）

まで。 

・初度登録日までに支払いが完了しない場合は、支払を完了させた上で登録日の翌々月の末日

（消印有効）まで。 
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